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古民家「終活」の時代
―持続可能性に潜む諸行無常の理（ことわり）―

環境学部環境学科　　浅　川　滋　男

１．日本が最も元気だった時代

　昭和48年度末、全国緊急民家調査成果の一作として『鳥取県の民家』（鳥取県教育委員会1974）が

刊行された。田中角栄の『日本列島改造論』（1973）が旋風を巻き起こし、国土開発が勢いよく進む

時代ではあったけれども、同年には中東危機が勃発して高度成長も一段落し、安定成長期に足を踏み

入れつつあった。ギネス記録を誇る映画「男はつらいよ」シリーズの山田洋次監督が「日本が最も元

気だったころ」と回顧する古き良き時代である。昭和49年に最も注目されたニュースは、Ｖ10を逸し

た読売巨人軍の長嶋茂雄三塁手の引退である。世界的にみると、フランツ・ベッケンバウアー率いる

ドイツがヨハン・クライフ主将のオランダを決勝で下したサッカーワールドカップ・ドイツ大会に注

目が集まった。敗れはしたものの、オランダのトータル・フットボールがその後のサッカー界を席巻

してゆく。

　芸能音楽の世界では、演歌が依然として主流ではあったけれども、吉田拓郎や荒井由実などの若い

世代が台頭しつつあった。米子出身の岡本おさみが作詞し、吉田拓郎が作曲した森進一の「襟裳岬」

が昭和49年のレコード大賞である。映画では「ゴッドファーザー」や「仁義なき戦い」などのヤクザ

映画に人気があり、渥美清主演の「男はつらいよ」シリーズもヤクザ映画のパロディとして誕生し、

国民的映画に成長していく。

２．『鳥取県の民家』その後

　鳥取県の場合、こうした変革期にあっても、相変わらず交通インフラ未整備のため距離的には近い

はずの京阪神とは隔てられた「陸の孤島」であり、町も村も民家も旧態をよくとどめていたと記憶す

る。『鳥取県の民家』には、文化財指定候補となる39件の民家調査成果が掲載されている。これに、

同時期の日本海新聞に連載された「失われゆく古民家」（木島幹世1973 ～ 74）掲載49例（図１）のう

ち県東部の15件、広瀬安美『兵庫の民家』（1974）のうち但馬の３件を加えて追跡調査した。その結果、

45年の時を隔てた在方農家の変容パターンを以下のように大別されることが分かった（町方・武家に

ついては紙幅の関係上割愛する）。

　《Ａ類》指定による民家の保全（16件）

　《Ｂ類》未指定だが茅葺き屋根を維持（４件）

　《Ｃ類》未指定のまま茅葺き平屋建から中２階和風住宅へ改修（４件）

　《Ｄ類》未指定のまま撤去（16件）

　民家変容４パターンのうち、未指定Ｂ～Ｄ類については、当然のことながら、滅失・更新が急速に

進んでいる。問題は指定済みのＡ類であり、これを《Ａ１》現地保存、《Ａ２》移築保存、《Ａ３》指
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定解除に細分し、それぞれの問題点を考察した。

３．河本家住宅―公開活用の模範例

　《Ａ１》現地保存（11件）のうち公開活用がなされているのは５例のみである。琴浦町の河本家住宅（重

文）が公開活用の模範例であり、湯梨浜町の尾﨑家住宅（同）、大山町の門脇家住宅（同）などの成

功例は県中西部に集中している。そもそも、いま執筆している研究内容は、2019年秋の河本家公開時

に開催された講演会「『鳥取県の民家』その後」に端を発する（図２）。当時のゼミ生７名と私のリレー

で講演し、終了後、激励の感想をメールや手紙でいただき、勇気づけられた。ちなみに、河本家は『鳥

取県の民家』と新聞連載の両方に掲載されており、やがて県指定から国重要文化財へと格上げされて

今に至る。一方、前者に掲載された分家の河本家の屋敷はすでに撤去され、宅地の奥側に新しい住ま

いを建設している（Ｄ類）。未指定なのだから現状変更の制限はなく、是非もない。

　一方、県東部には、八頭町の矢部家住宅（重文）、鳥取市の福田家住宅（同・図３）、木下家住宅（県

指定）、奥田家住宅（同）など17 ～ 18世紀に遡る文化財価値の高い民家が集中するにも拘わらず、公

開活用はなされていない。唯一の例外は有料公開されている智頭町の石谷家住宅（重文）であるが、

こちらは『鳥取県の近代化遺産』（1998）で発見された大正期の超大型住宅である。なお、後述する

近代化遺産追跡調査で訪問した秋田県では、「税金を投入して維持修理しているからには公開せざる

図１．『鳥取県の民家』掲載39件及び新聞連載「失われゆく古民家」掲載49件民家の分布図
　　　　　　　　（井上裕太作成）
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を得ない」という行政の方針が行き届いており、８割前後の指定民家が公開活用されている。因幡地

域の保守性が浮き彫りになった感がある。

　公開活用を常態化するには保存会の存在が不可欠だが、石谷家を除けば、東部の指定民家にその種

の支援団体は存在しない。民家１件に一つの保存会で対応するのはなかなか難しいので、複数の近隣

指定民家をカバーする保存会ネットワークの組織化を提言したい。

   

図２．�2019年秋の河本家住宅公開に伴
う講演会

図３．重要文化財「福田家住宅」（鳥取市紙子谷）空撮

図４．内藤家跡地（日野町板井原内井谷）空撮
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４．指定解除の衝撃

　《Ａ２》移築保存（４件）についてみると、若桜町屋堂羅の「若桜郷土の里」に移設された三百田

家主屋（県指定）は維持管理・公開活用に成功しているが、倉吉市関金宿の鳥飼家主屋（同）は市町

村合併が災いして維持・公開とも不振に陥っている。日野郡江府町の車家主屋は奥大山農林業資料館

に寄付・移築（1976）の後、町指定有形民俗文化財になったものの、資料館閉鎖に伴い、2002年に指

定解除・撤去された珍しい事例である。関金宿の鳥飼家も楽観的な状況にあるとは言えないであろう。

《Ａ３》指定解除の例はさらに３件ある。伯耆町の生田家住宅（県指定）は1991年、日野町の内藤家

住宅（同・図４）は2001年、三朝町の小椋家住宅（町指定）は2016年に指定を解除された。文化財保

護にとって深刻な問題である。

５．古民家「終活」の時代

　私が1991年度に自ら調査・編集した『秋田県の近代化遺産』（秋田県教育委員会1992）の重要物件

を2020年８月下旬に再訪した（図５・６）。近代化遺産とは「幕末～戦前における産業・交通・土木

の遺産」であり、民家とはジャンルが異なるけれども、ここでも同じような変化を確認できた。ただ

し、近代化遺産の場合、阪神・淡路大震災（1995）直後の文化財保護法改正で導入された「登録」の

制度が採用される。秋田県は全国で最初に近代化遺産調査をおこなった自治体であり、多くの登録有

形文化財を輩出したが、すでに調査対象30件が消滅し、うち10件以上の登録抹消を含む。指定解除・

登録抹消の最大の要因は過疎による後継者不在である。加えて、地震・豪雪・洪水等の被災、財政難、

アメニティ（住み心地の良さ）の欠如が背景にある。深刻な過疎が指定・登録文化財まで巻き込んで

いる状況を鑑みるならば、過疎地における新規の指定・登録には慎重にならざるをえない。むしろ指

定・登録済み建造物の維持保全に全力を尽くすべきであり、その他の民家等については、安寧な「終活」

図５．�秋田県近代化遺産の分布図と変容（池田憲和氏
作成原図を浅川研究室浄書）

図６．�院内油田31号跡地空撮（秋田県にかほ市・経産省「近
代業遺産」）



53

を考えるべき時代を迎えている。現地での保存は一部の例外を除いてほぼ不可能であり、すでに民間

業者が実践しているように、建造物を丁寧に解体して主要な部材・煤竹・建具などを骨董品店・工務

店等に売却し、再利用を図る循環システムを洗練させてゆく必要があるだろう。

６．持続可能性に潜む諸行無常の理

   映画「男はつらいよ」シリーズの第44作「寅次郎の告白」（1991）は、鳥取現代史上の「風景の定点」

として位置付けられる。倉吉の打吹玉川地区や打吹鉢屋川地区、上方往来河原宿（図７）、若桜鉄道




